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群
馬
県
知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号 

群
馬
県
知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規 

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
知
事
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則 

（
平
成
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
手
続
等
を
」
の
下
に
「
、
群
馬
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利 

用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か

ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
他
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

２ 

知
事
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方 

法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
又
は
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除 

く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
例
に
よ
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
群
馬
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第 

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の 

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営 

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明 

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又 

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
機

能
を
有
す
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
」
を

「
知
事
が
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
同
項
」
を

「
前
項
」
に
、
「
知
事
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ

ば
」
を
「
送
信
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
又
は
県
の
機
関
が
申
請
等
を
行
う

場
合
に
お
い
て
知
事
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
と
き
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同

条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

６ 

条
例
第
三
条
第
五
項
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め

る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納 

付
す
る
方
法
と
す
る
。 

７ 

条
例
第
三
条
第
六
項
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
行
う
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
知
事
が 

認
め
る
場
合 

 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
知 

事
が
認
め
る
場
合 

第
五
条
第
一
項
中
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」 

を
削
り
、
「
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
か
ら
入
力
し
て
行
う

も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執

行
機
関
等
が
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
県
の
機
関
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
で
、
知

事
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
と
き
」
を
「
書
面
等
に
よ
り
通
知
を
行
う
と
き
に
公

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る

者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
意
思
を
次
の
各
号
の
い
ず
れ 

か
の
方
式
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る 

旨
の
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
が
定
め
る
方
式 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

条
例
第
四
条
第
五
項
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と 

知
事
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る 

と
知
事
が
認
め
る
場
合 

第
七
条
第
一
項
中
「
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ 

の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
」
を
「
に
係
る
」
に
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体

（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
当
該
作
成
等
は
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術 

（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定 

す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
情
報 

通
信
技
術
の
進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
中
「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る 

も
の
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

■ 

規 
 

則 
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第
八
条 

条
例
第
八
条
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
に 

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
の
方
法
） 

第
三
条 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定 

す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示 

事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機 

（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信 

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組 

織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を

当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い 

う
。
）
を
使
用
す
る
も
の 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

五
十
九
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例
施
行
規
則 

 

第
一
条
中
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
」
を

「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
「
又
は
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
削
る
。 

 

第
六
条
第
二
号
中
「
又
は
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
の
」
に
改
め
、
「
又
は
群

馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
名
」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 

            
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
、
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

（
証
紙
は
り
付
け
欄
）

 
        （
備
考
）

 
  

 

（
備
考
）

 
  

 

又
は
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長

 
あ
て

 
 
宛
て

 

あ
て

 
宛
て
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群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
五 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改

め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
、

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第 

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
、 

市
町
村
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者
が
開
設
す
る
も
の 

 

二 

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
及 

び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
型
臨
床
研
修
病
院 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の 

 

第
四
条
中
「
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
表
条
例
第
二
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
の
項
第
一
号
中
「
戸
籍
抄 

本
」
を
「
申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
大
学
院
の
在
学
証
明 

書
」
を
「
申
請
者
の
修
学
状
況
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
医
師
免
許
証
」
を

「
申
請
者
の
医
師
免
許
証
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類 

 

第
四
条
の
表
条
例
第
二
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者
の
項
第
一
号
中
「
戸
籍
抄
本
」
を
「
申
請
者
の

身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
医
師
免
許
証
」
を
「
申
請
者
の
医
師
免
許 

証
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 

保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類 

 

第
八
条
中
「
二
月
ご
と
に
そ
の
期
間
分
を
」
を
「
年
一
回
、
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当

該
契
約
に
係
る
最
初
の
修
学
研
修
資
金
を
貸
与
す
る
と
き
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条 

削
除 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
休
業
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
申
請
書
等
」
を
「
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く 

は
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
従
事
し
た
と
き
、
」
を
「
の
従

事
を
開
始
し
た
と
き
、
又
は
」
に
改
め
、
「
、
又
は
勤
務
先
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
現
在
の
」
の
下
に
「
勤
務
等
の
」
を
加
え
、
「
に
よ
り
」
を
「
に
そ
の
事
実
を
証
す

る
書
類
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
） 

第
十
七
条 

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
、
届
出
書
等
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、

そ
の
原
本
に
代
え
て
、
当
該
書
類
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の 

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電 

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
提
出
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
原
本
の
提
出
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

別
表
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

    

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

      

あ
て

 
宛
て

 
印

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研

修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
同
条
例
に
規
定
す
る
特
定
診
療
科
業
務

に
特
定
病
院
に
お
い
て
所
定
の
期
間
従
事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
医
師
確
保
修
学
研

修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
同
条
例
に
規
定
す
る
特
定
診
療
科
業
務

に
特
定
病
院
に
お
い
て
所
定
の
期
間
従
事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 
 
ま
た
、
群
馬
県
が
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
審
査
、
管
理
及
び
返
還
免
除
要
件
の
確
認
の

目
的
の
範
囲
内
で
、
私
の
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
（
大
学
院
、
勤
務
先
、
関
係
す
る
官

公
署
等
へ
の
照
会
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

現
住

所
及

び
 

電
話

番
号

 
〒
 

 
（

 
 
 
）
 
 

 
－

 

 
現

住
所

及
び

 
電

話
番

号
 
〒
 

 
（
 

 
 
）
 
 

 
－

 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
  

 

に
、 

  

。 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

 

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

 

住
所

 
  （
電
話

 
 

 
 

 
 
 
）

 

  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

職
業

 
 

 

勤務先 

所
在

地
 
 

 

名
称

 
 

 

地
位

 
 

 

所
得

額
 

（
税

込
額

）
 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 
年
収

 
 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項
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」 
「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

  

」 

「 

      

」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 

に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
八
号
中 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 

」 

「 
  

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

 

」 

改
め
る
。 

別
記
様
式
第
九
号
及
び
別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   

」 

勤務先 

名
称

 
 

 

地
位

 
 

 

所
得

額
 

（
税

込
額

）
 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

 連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

本
人

と
 

の
続

柄
 
 

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 
職
業

 
 

住
所

 
  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
）

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

勤務先 

所
在

地
 
 

名
称

 
 

地
位

 
 

所
得

額
 

（
税

込
額

）
 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
本
人
が
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

添
付
書
類

 
１

 
戸
籍
抄
本

 
２

 
大
学
院
生
に
あ
っ
て
は
学
長
若
し
く
は
研
究
科
長
の
推
薦
調
書
又
は
臨
床
研
修
若
し

く
は
後
期
研
修
を
受
け
る
医
療
機
関
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
の
推
薦
調
書

 
３

 
大
学
院
の
在
学
証
明
書
又
は
研
修
実
施
計
画
書

 
４

 
医
師
免
許
証
の
写
し

 
５

 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の

 

添
付
書
類

 
１

 
申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 
２

 
大
学
院
生
に
あ
っ
て
は
学
長
若
し
く
は
研
究
科
長
の
推
薦
調
書
又
は
臨
床
研
修
若
し

く
は
後
期
研
修
を
受
け
る
医
療
機
関
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
の
推
薦
調
書

 
３

 
大
学
院
生
に
あ
っ
て
は
修
学
状
況
を
証
す
る
書
類
又
は
研
修
実
施
計
画
書

 
４

 
申
請
者
の
医
師
免
許
証
の
写
し

 
５

 
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 
６

 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の

 

に
改 

あ
て

 
宛
て

 

あ
て

 
宛
て

 

本
籍

 
 

 

本
籍

 
 

 

本
籍

 
 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 

を 

変
更
年
月
日

 
 

 

変
更
年
月
日

 
 

添
付
書
類

 
 
新
連
帯
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 

に
改 

（
３
）
貸
与
期
間

 
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
ま
で

 

（
３
）
貸
与
期
間

 
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
ま
で

 
（
４
）
支

 
 
払
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
月
末
日

 
  
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
印

 
 連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
印

 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 

に
、 

に 

別
記
様
式
第
９
号
及
び
別
記
様
式
第
１
０
号

 
削
除

 

あ
て

 
宛
て

 

 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 
 連
帯
保
証
人

 
 
住

 
所

 
 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 
 連
帯
保
証
人

 
 
住

 
所

 
 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 

「
 
氏

 
名

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
連
帯
保
証
人

 
 
住
 
所

 
 
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
 
」
 

に
、 
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別
記
様
式
第
十
二
号
の
二
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

  

」 

  

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
、 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

」
及
び
「 

 
 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を 

「 

        

あ
て

 
宛
て

 

 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 

 
 
 

 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

」 

「
１

 
疾
病

 
 
２

 
災
害
」

 
「
１
 
疾
病
（
心
身
の
故
障
）

 
 
２
 
災
害

 
 
 

 
 

 
 
」

 
「
産
前
産
後
休
業
又
は
」

 

に
改
め
、 

を 

を
削
る
。 

あ
て

 
宛
て

 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
 
 
 
勤
務
先

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
勤
務
先

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

１
 
特
定
病
院
に
お
い
て
特
定
診
療
科
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
勤
務
証
明
書
（
勤
務

し
た
診
療
科
が
明
記
さ
れ
た
も
の
）

 

１
 
特
定
病
院
に
お
い
て
特
定
診
療
科
業
務
に
従
事
し
た
場
合
は
、
勤
務
証
明
書
（
勤
務

し
た
診
療
科
が
明
記
さ
れ
た
も
の
）
（
提
出
は
未
届
出
分
の
み
）

 

に
改 

を 

あ
て

 
宛
て

 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
住
 
所

 
 
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
住
 
所

 
 
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印

 

 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

」 

あ
て

 
宛
て

 
印
 

住
所

 
 

 住
所

 
 

メ
ー

ル
 

ア
ド

レ
ス

 
 

 

変
更

年
月

日
 
 
 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月
 

 
 
日

 

 変
更

年
月

日
 
 
 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
月
 

 
 
日

 

添
付
書
類

 
 
氏
名
、
本
籍
又
は
住
所
を
変
更
す
る
場
合
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類

 

あ
て

 
宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
  
 
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
学
長
又
は
研
修
先
の
長

 
 

 
 

 
 
印

 

１
 
大
学
院
を
退
学
・
休
学
・
停
学
・
復
学
・
終
了
し
た
場
合

 
 
上
記
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付

 
 ２
 
研
修
を
中
止
・
休
止
・
再
開
・
終
了
・
変
更
し
た
場
合

 
 
研
修
施
設
等
の
事
務
担
当
者
を
記
載

 
  
【
事
務
担
当
者
】

 
 
 
部
署
・
氏
名
：

 
 
 
電

話
番

号
：
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
（
内
線
：

 
 

 
 
）

 
 
 
 

 
 

 
 
 
※
在
籍
状
況
等
に
つ
い
て
照
会
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
本
証
明
書
の
作
成
担
当
者
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

に
改 

氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
あ
て

 

・
変
更

 
中
断
の

 

氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
あ
て

 

状
況

 
勤
務
等
の
状
況

 

上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

 

添
付
書
類

 
 
１

 
勤
務
証
明
書

 
  

 
注

 
４
月
１
日
現
在
か
ら
過
去
１
年
間
の
勤
務
を
証
明
で
き
る
も
の
。
た
だ
し
、
過

去
１
年
間
異
動
が
な
い
場
合
は
こ
れ
に
よ
ら
ず
、
以
下
、
勤
務
先
証
明
欄
へ
の
記

載
で
可
と
す
る
。

 
  
【
勤
務
先
証
明
欄
】

 
  
上
記
の
者
は

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で
勤
務
し
て

い
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

に
改 
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」 

め
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
八
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
、
別
記
様
式
第
十
二

号
の
二
、
別
記
様
式
第
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以 

後
に
修
学
研
修
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
研
修
資
金
の
貸 

与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 
 

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
六
条
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
戸
籍
抄 

本
」
を
「
申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
保
証
書
（
別
記
様
式
第
二

号
）
」
を
「
身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
二
月
ご
と
に
そ
の
期
間
分
を
」
を
「
年
一
回
、
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当

該
契
約
に
係
る
最
初
の
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
と
き
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条 

削
除 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
後
期
研
修
」
を
「
専
門
研
修
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
現
在
の
」
の
下
に
「
勤

務
等
の
」
を
加
え
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

「 

    

」 

「 

  

    

」 

「 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

             

添
付
書
類

 
 
１
 
勤
務
証
明
書

 
  

 
注

 
４
月
１
日
現
在
か
ら
過
去
１
年
間
の
勤
務
を
証
明
で
き
る
も
の
。
た
だ
し
、
過

去
１
年
間
異
動
が
な
い
場
合
は
こ
れ
に
よ
ら
ず
、
以
下
、
勤
務
先
証
明
欄
へ
の
記

載
で
可
と
す
る
。

 
  
【
勤
務
先
証
明
欄
】

 
  
上
記
の
者
は

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で
勤
務
し
て

い
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

あ
て

 
宛
て

 
印
 

あ
て

 
宛
て

 
印
 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修

学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過

す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し

、
か
つ
、
当
該
医
師
国
家

試
験

に
合

格
し

た
日
の

属
す

る
月

の
翌

月
か

ら
特

定
病
院

に
お

い
て

臨
床

研
修

に
従

事
し
、
当
該
臨
床
研
修
の
修
了
後
引
き
続
き
特
定
病
院
に
お
い
て
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 

を 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修

学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過

す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
、
か
つ
、
当
該
医
師
国
家

試
験

に
合

格
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

特
定

病
院

に
お

い
て

臨
床

研
修

に
従
事

し
、
当
該
臨
床
研
修
の
修
了
後
引
き
続
き
特
定
病
院
に
お
い
て
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 
 
ま
た
、
群
馬
県
が
修
学
資
金
の
貸
与
審
査
、
管
理
及
び
返
還
免
除
要
件
の
確
認
の
目
的

の
範
囲
内
で
、
私
の
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
（
大
学
、
勤
務
先
、
関
係
す
る
官
公
署
等

へ
の
照
会
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修

学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
大
学
を
卒
業
し
た
日
か
ら
１
年
を
経
過

す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
、
か
つ
、
当
該
医
師
国
家

試
験

に
合

格
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

特
定

病
院

に
お

い
て

臨
床

研
修

に
従
事

し
、
当
該
臨
床
研
修
の
修
了
後
引
き
続
き
特
定
病
院
に
お
い
て
医
師
と
し
て
の
業
務
に
従

事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 
 
ま
た
、
群
馬
県
が
修
学
資
金
の
貸
与
審
査
、
管
理
及
び
返
還
免
除
要
件
の
確
認
の
目
的

の
範
囲
内
で
、
私
の
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
（
大
学
、
勤
務
先
、
関
係
す
る
官
公
署
等

へ
の
照
会
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

 

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
生

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

 

住
所

 
  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

職
業

 
 

 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

 

名
 
称

 
 

 

職
 
名

 
 

 

所
得
額
（
税
込
額
）
 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
  

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
  

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

住
所

 
  

（
電
話

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 

職
業

 
 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

名
 
称

 
 

職
 
名

 
 

所
得
額
（
税
込
額
）
 

年
間
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

に
、 

に
、 
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」 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 
」
を
「 

 

」
に
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
」 

「 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

   

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
八
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

    

別
記
様
式
第
十
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

    
 
 

 
 

 

を 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

  
 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、
「 

 
 
 
 

」
を
「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
別
記
様
式
第
十
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

      

保証人
 

職
業

 
 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

名
 
称

 
 

職
 
名

 
 

所
得
額
（
税
込
額
）
 

年
間
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
本
人
が
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

戸
籍
抄
本

 
２
の
み

 
提
出
不
要

 
申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 

保
証
書
（
別
記
様
式
第
２
号
）

 
身
分
を
証
す
る
書
類

 

別
記
様
式
第
２
号

 
削
除

 あ
て

 
宛
て

 

 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
住

 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 

「
 
 

 
 
 
氏

 
名
 

 
 

 
 

 
 
 
印
」

 

を 

に
、 

年
収

 
年
間

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

添
付
書
類

 
 
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 

に
改 

（
３
）
期

 
 
間
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 

 
年
 

 
月

 
 
日
ま
で

 

（
３
）
期

 
 
間
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
ま
で

 
（
４
）
支

 
 
払
 

 
 

 
年
 

 
月
末

 
に
、 

「
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

「
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

別
記
様
式
第
７
号

 
削
除

 あ
て

 
宛
て

 

「
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印
」

 

「
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印
」

 

「
 
 

 
 

 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住

 
所

 
 
 
 

 
 
氏

 
名

 
 

 
 
 

 
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
」

 

「
１
 
疾
病

 
 
２
 
災
害
」

 
「
１
 
疾
病
（
心
身
の
故
障
）

 
 
２
 
災
害

 
 
 

 
 

 
 
」

 
後
期
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

 
専
門
研

 

あ
て

 
宛
て

 
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

 

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印
」

 

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 

勤
務
証
明
書

 
勤

務
証

明
書
 

（
提
出
は
未
提
出
分
の
み
）

 

「
２
 
災
害
等
の
場
合
は
、
関
係
機
関
の
証
明
書

 
３
 
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
の
場
合
は
、
医
師
の
診
断
書
」

 

を 「
２
 
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
の

 
３
 
災
害
等
の
場
合
は
、
関
係

 

場
合
は
、
医
師
の
診
断
書

 
機
関
の
証
明
書

 
 

 
 
」

 

に
改
め
る
。 

あ
て

 
宛
て

 

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印
」

 

を を 

あ
て

 
宛
て
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別
記
様
式
第
十
五
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「 

 
」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

」
を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を 

「 

 

   

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
六
号
、
別
記
様
式
第
八
号
、

別
記
様
式
第
十
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四 

月
一
日
以
後
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
資
金
の
貸 

与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号 

 
 
 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
第
六
条
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類 

 

二 

保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類 

 
 

 

 

三 

申
請
者
の
修
学
状
況
を
証
す
る
書
類 

 

四 

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
生
計
を
一
に
す
る
者
の
所
得
状
況
を
証
す
る
書
類 

 

第
八
条
中
「
二
月
ご
と
に
そ
の
期
間
分
を
」
を
「
年
一
回
、
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
当

該
契
約
に
係
る
最
初
の
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
と
き
、
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条 
削
除 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
休
業
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
後

期
研
修
」
を
「
専
門
研
修
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
現
在
の
」
の
下
に
「
勤

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 

に
改
め
る
。 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年
 
 

 
月

 
 
 
日

 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年
 
 

 
月

 
 
 
日

 

注
 
変
更
の
あ
っ
た
部
分
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

に
改 

あ
て

 
宛
て

 

あ
て

 
宛
て

 

印
 

氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
添
付
書
類

 
 
 
１

 
卒
業
の
場
合
は
、
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書
の
写
し

 
 
 
２

 
退
学
の
場
合
は
、
退
学
証
明
書
の
写
し

 
 

 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 
 
【
大
学
証
明
欄
】

 
 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

あ
て

 
宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
添
付
書
類

 
 
 
１

 
休
学
の
場
合
は
、
大
学
が
発
行
す
る
休
学
許
可
書
の
写
し

 
 
 
２

 
停
学
の
場
合
は
、
大
学
が
発
行
す
る
停
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類
の
写
し

 
 

 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 
 
【
大
学
証
明
欄
】

 
 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

あ
て

 
宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

状
況

 
勤
務
等
の
状
況

 
後
期
研
修

 
専
 

門
研
修

 

あ
て

 
宛
て

 
死
亡
診
断
書
又
は

 

死
亡
診
断
書
の
写
し
又
は
戸
籍
抄
本
の
写
し

 
戸
籍
抄
本

 

印
 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

添
付
書
類

 
 
大
学
が
発
行
す
る
復
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類
の
写
し

 
 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 

 【
大
学
証
明
欄
】

 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

添
付
書
類

 
 
大
学
が
発
行
す
る
復
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類
の
写
し

 
 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 

に
改 

あ
て

 
宛
て

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名
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務
等
の
」
を
加
え
、
「
に
よ
り
」
を
「
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
類
の
写
し
の
提
出
） 

第
十
七
条 

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
、
届
出
書
等
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
は
、

そ
の
原
本
に
代
え
て
、
当
該
書
類
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の 

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電 

子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
提
出
す
る
こ 

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
原
本
の
提
出
を
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

     

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

          
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

  

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

                    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     

印
 

あ
て

 
宛
て

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県

医
学
生
修
学
資
金

貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
業
務
従
事
期
間
が
従
事
必
要
期
間
に
達
す
る
ま

で
の
間
、
特
定
病
院
に
お
い
て
、
臨
床
研
修
又
は
医
師
と
し
て
の
業
務
に

従
事
す
る
こ
と

を
誓
い
ま
す
。

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県

医
学
生
修
学
資
金

貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、

業
務
従
事
期
間
が
従
事
必
要
期
間
に
達
す
る
ま

で
の
間
、

特
定
病
院
に
お
い
て

、
臨
床
研
修
又
は
医
師
と
し
て
の
業
務
に

従
事
す
る
こ
と

を
誓
い
ま
す
。

 
 
ま
た
、
群
馬
県
が
修
学
資
金
の
貸
与
審
査
、
管
理
及
び
返
還
免
除
要
件
の
確
認
の
目
的

の
範
囲
内
で
、
私
の
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
（
大
学
、
勤
務
先
、
関
係
す
る
官
公
署
等

へ
の
照
会
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

に
、 

現
住

所
及

び
 

電
話

番
号

 
〒
 

 
（
 

 
 
）
 
 

 
－

 

 現
住

所
及

び
 

電
話

番
号

 
〒
 

 
（
 

 
 
）
 
 

 
－

 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
  

 連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

 

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
生

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

 

住
所

 
  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

  （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

職
業

 
 

 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

 

名
 
称

 
 

 

職
 
名

 
 

 

所
得

額
（

税
込

額
）
 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 
年
収
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
  

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

住
所

 
  

（
電
話

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 

職
業

 
 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

名
 
称

 
 

職
 
名

 
 

所
得

額
（

税
込

額
）
 

年
間
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
第
１
１
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
臨
床
研
修

を
希
望
す
る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か

に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

桐
生
市
・
伊
勢
崎
市
・
館
林
市
・
渋
川
市

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 
添

付
書

類
（

前
年

度
か

ら
引

き
続

い
て

修
学

資
金

の
貸

与
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

２
、
３
及
び
５
の
書
類
）

 
 
１
 
戸
籍
抄
本

 
 
２
 
保
証
人
と
な
る
者
の
保
証
書
（
別
記
様
式
第
２
号
）

 
 
３
 
大
学
の
在
学
証
明
書

 
 
４
 
大
学
の
成
績
証
明
書

 
 
５
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

 
 

に
、 

を 

連帯保証人
 

住
所

 
 （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 
 （
電
話

 
 

 
 
 

 
 
）

 

職
業

 
 

 

勤
務
先

 
所
在
地

 
 

 

名
 
称

 
 

 

職
 
名

 
 

 

所
得

額
（

税
込

額
）
 
年
間
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 
年
間

 

参
考

事
項

 
  

 

 

を 

」 
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「 

             
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

    

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
中 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

  

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
八
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

          

別
記
様
式
第
十
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

       
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

        

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

を 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
第
１
１
条
の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
臨
床
研
修

を
希
望
す
る
場
合
、
次
の
い
ず
れ
か

に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

 

桐
生
市
・
伊
勢
崎
市
・
館
林
市
・
渋
川
市

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
本
人
が
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 
添
付
書
類
（
前
年
度
か
ら
引
き
続
い
て
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
３

及
び
５
の
書
類
）

 
 
１
 
申
請
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 
 
２
 
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 
 
３
 
申
請
者
の
修
学
状
況
を
証
す
る
書
類

 
 
４
 
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
生
計
を
一
に
す
る
者
の
所
得
状
況
を
証
す
る
書
類

 
 
５
 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

 
 

に
改 

別
記
様
式
第
２
号

 
削
除

 あ
て

 
宛
て

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

に
、 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

 住
所

 
 

（
電
話
番
号

 
 
 

 
 

 
 
 
）
 

 

住
所

 
 

（
電
話
番
号

 
 
 

 
 

 
 
 
）
 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
  

 

に
、 に

改 

「
（
３
）
期
間

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で
」

 

に
、 

「
（
３
）
期
間

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら

 
 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 
（
４
）
支
払

 
 
 

 
 

 
 
 
月
末
日

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

「
連
帯
保
証
人

 
住

 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 
印
」

 
 

「
連
帯
保
証
人

 
住

 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 
印
」

 
 

別
記
様
式
第
７
号

 
削
除

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

添
付
書
類

 
 
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 

「
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印
」

 

「
 
 

 
 

 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住

 
所

 
 
 
 

 
 
氏

 
名

 
 

 
 
 

 
」

 に
改
め
る
。 

を 

あ
て

 
宛
て

 

宛
て

 
あ
て

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 

を 

に
、 

「
１
 
疾
病

 
 
２
 
災
害
」

 
「
１
 
疾
病
（
心
身
の
故
障
）

 
 
２
 
災
害

 
 
 

 
 

 
 
」

 

を 

に
改
め
、 

「
産
前
産
後
休
業
又
は
」

 

を
削
り
、 

「
後
期
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

 
「
専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

 

「
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
氏
 
名
 

 
 
 

 
印
」

 

「
 
 

 
 

 
氏

 
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住

 
所

 
 
 
 

 
 
氏

 
名

 
 

 
 
 

 
」

 

を 

に
、 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」
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を 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
二
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

           

別
記
様
式
第
十
五
号
中 

 
 

 
を 

 
 

 

に
改
め
、 

 
 

を
削
り
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

   

」 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
中 
 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を 

「 

    

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 

を
「 

 
 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を 

「 

         

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
改
め
、 

 
 

を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

「
勤
務
証
明
書
」

 
「
勤
務
証
明
書
（
提
出
は
未
届
出
分
の
み
）
」

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
住

 
所

 
 
 

 
 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
住

 
所

 
 
 

 
 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
印
」

 

を 

「
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
住

 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
 
氏
 
名
 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

に
改
め
る
。 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

連
絡

先
 
 

（
電
話
番
号

 
 
 

 
 

 
 
 
）
 

 連
絡

先
 
 

（
電
話
番
号

 
 
 

 
 

 
 
 
）
 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年
 
 

 
月

 
 
 
日

 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年
 
 

 
月

 
 
 
日

 

添
付
書
類

 
 
氏
名
、
本
籍
又
は
住
所
を
変
更
す
る
場
合
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類

 

に
改 

「
印
」

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印
」
 

氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

添
付
書
類

 
 
１
 
卒
業
の
場
合

 
大
学
が
発
行
す
る
卒
業
の
事
実
が
分
か
る
書
類

 
 
２
 
退
学
の
場
合

 
大
学
が
発
行
す
る
退
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類

 
 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 
 【
大
学
証
明
欄
】

 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印
」
 

氏
 

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

添
付
書
類

 
 
１

 
休
学
の
場
合

 
大
学
が
発
行
す
る
休
学
許
可
書

 
 
２

 
停
学
の
場
合

 
大
学
が
発
行
す
る
停
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類

 
 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 
 【
大
学
証
明
欄
】

 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

に
改 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印
」
 

氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

添
付
書
類

 
 
大
学
が
発
行
す
る
復
学
の
事
実
が
分
か
る
書
類

 
 
注

 
添
付
書
類
が
添
付
で
き
な
い
場
合
、
以
下
、
大
学
証
明
欄
に
大
学
の
証
明
を
受
け

る
こ
と
。

 

に
改 

 【
大
学
証
明
欄
】

 
 
上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
氏
 
名
 

 
 
 

 
 

 
 
印
」
 

氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

「
状
況
」

 
「
勤
務
等
の
状
況
」

 
「
後
期
研
修
」

 
専
 

門
研
修

 

 
上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

 

添
付
書
類

 
 
１

 
勤
務
証
明
書

 
  

 
注

 
４
月
１
日
現
在
か
ら
過
去
１
年
間
の
勤
務
を
証
明
で
き
る
も
の
。
た
だ
し
、
過

去
１
年
間
異
動
が
な
い
場
合
は
こ
れ
に
よ
ら
ず
、
以
下
、
勤
務
先
証
明
欄
へ
の
記

載
で
可
と
す
る
。

 
  
【
勤
務
先
証
明
欄
】

 
  
上
記
の
者
は

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で
勤
務
し
て

い
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

 

に
改 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
印
」

 

め
る
。 
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１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
六
号
、
別
記
様
式
第
八
号
、

別
記
様
式
第
十
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四 

月
一
日
以
後
に
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
修
学
資
金
の
貸 

与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    

群
馬
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
医
師
研
究
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
に
掲
げ
る
」
を
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改

め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
、

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第 

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
又
は
医
療
法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
、

市
町
村
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者
が
開
設
す
る
も
の 

 

二 

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
幹
型
臨
床
研
修
病
院
及 

び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
力
型
臨
床
研
修
病
院 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の 

 

第
四
条
第
二
号
中
「
保
証
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
」
を
「
身
分
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
に
当
た
っ
て
」
を
削
り
、
「
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
等
に
よ
る
審
査

を
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
面
接
等
に
よ
る
選
考
を
併
せ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
八
条
中
「
一
括
し
て
」
を
「
前
条
の
契
約
に
基
づ
き
、
年
一
回
、
口
座
振
替
の
方
法
に
よ 

り
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
九
条 

削
除 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
休
業
又
は
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
申
請
書
」
を
「
書
類
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
書
面
」
を
「
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
再
開
し
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
現
在
の
」
の
下
に
「
勤
務
等
の
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
期
間
の
計
算
方
法
） 

第
十
五
条 

条
例
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
診
療
科
業
務
に
従
事
し
た
期
間
の
計
算
は
、
月

数
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
特
定
診
療
科
業
務
へ
の
従
事
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
当 

該
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
を
算
入
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特 

定
診
療
科
業
務
に
従
事
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
再
び
特
定
診
療
科
業
務
へ
の
従
事
を 

開
始
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
は
一
月
と
し
て
計
算
し
、
前
後
の
期
間
を
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
期
間
に
、
休
職
又
は
停
職
の
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
休
職

又
は
停
職
の
期
間
の
開
始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
、
当
該
休
職
又
は
停
職
の
期
間
の
終
了
す 

る
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
期
間
か
ら
控
除
す
る
も
の
と 

す
る
。 

 

別
表
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中 

 
 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、 

 
 

を
削
り
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

    

」 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

         
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
印
」

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
医
師
研
究
資
金
貸

与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
特
定
病
院
に
お
い
て
特
定
診
療
科
の
医
師
と
し
て

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 

 
な
お
、
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
上
は
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
医
師
研
究
資
金
貸

与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
を
遵
守
し
、
特
定
病
院
に
お
い
て
特
定
診
療
科
の
医
師
と
し
て

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

 
 
ま
た
、
群
馬
県
が
研
究
資
金
の
貸
与
審
査
、
管
理
及
び
返
還
免
除
要
件
の
確
認
の
目
的

の
範
囲
内
で
、
私
の
個
人
情
報
を
収
集
・
利
用
（
大
学
院
、
勤
務
先
、
関
係
す
る
官
公
署

等
へ
の
照
会
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

 

に
、 

生
年

月
日

 
及

び
年

齢
 
 

 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

 
 
 

 
（
満

 
 
歳
）

 

現
住

所
 
〒
 

 
（
電
話
番
号

 
 

 
－

 
 
 
－
 
 

 
）

 

帰
省

先
住

所
 
〒
 

 
（
電
話
番
号

 
 

 
－

 
 
 
－
 
 

 
）

 

 

を 

生
年

月
日

 
及

び
年

齢
 
 

 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
 
 
 

 
（
満

 
 
歳
）

 

現
住

所
及

び
 

電
話

番
号

 
〒
 

 
（
電
話
番
号

 
 

 
－

 
 
 
－
 
 

 
）

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 
 

帰
省
先
住
所
及
び
 

電
話

番
号

 
〒
 

 
（
電
話
番
号

 
 

 
－

 
 
 
－
 
 

 
）

 

 

に
、 
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「 

          
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 

を 

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

「 

                    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 
 
 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
四
号
中 

 
 
 

を 
 

 
 

に
、 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

  

に
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
七
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      

別
記
様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
十
号
中 

 
 
 

を 
 

 
 

に
、 

 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

 

生
年

月
日

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

 

住
所

 
〒
 

（
電

話
番

号
 

-
 

-
 
 

）
 〒
 

（
電

話
番

号
 

 
-
 
 

-
 

 
）

 

職
業

 
 

 

勤務先 

所
在

地
 
 

 

名
称

 
 

 

職
業

 
 

 

収
入
額
（
税
込
額
）
 

 
 

参
考

事
項

 
 

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

連帯保証人
 

ふ
り

が
な

 
氏

名
 
 

生
年

月
日

 
年
 
 
月
 

 
日
生

 

本
人

と
の

続
柄

 
 

住
所

 
〒
 

（
電
話
番
号

 
 
 
―
 

 
 
―

 
 
 
 
）

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

職
業

 
 

勤
 

務
 
 
 

先
 

所
在

地
 
 

名
 

称
 
 

職
 

名
 
 

所
得
額
（
税
込
額
）
 
年
間
 

 
 

 
 
 

 
 
円

 

参
考

事
項

 
 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証
人
本
人
が
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 

に
、 

「
保
証
書
（
別
記
様
式
第
３
号
）
」

 
「
身
分
を
証
す
る
書
類
」

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
開
設
者
又
は
管
理
者
の
氏
名

」
 

代
表

 

者
氏
名

 

別
記
様
式
第
３
号

 
削
除

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 

 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

住
所

 
〒
 

（
電
話
番
号
 
 
 
 
 
-
 
  
 
 
- 
 
 
 
）
 

 

住
所

 
〒
 

（
電
話
番
号

 
 
 
 
 
-
 
  
 
 
- 
 
 
）
 

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
 

 収
入
額

 
所
得
額

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
 

添
付
書
類

 
 
保
証
人
と
な
る
者
の
身
分
を
証
す
る
書
類

 

に
改 

貸
与
日

 
支
 
払

 

「
連
帯
保
証
人

 
住

 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
印

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
連
帯
保
証
人

 
住
 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
印
」

 

「
連
帯
保
証
人

 
住

 
所

 
 
 
 

 
 

 
 
氏

 
名

 
 
 

 
 
 

 
 
印
」

 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
８
号

 
削
除

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 
「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

に
、 

を 
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改
め
、
「 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
二
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、 

      

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
五
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
改
め
、 

 
 

を
削
り
、 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

   

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
改
め
、 

 
 

及
び
「 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
七
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

」
に
、 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
八
号
中 

 
 

 

を 
 
 

 

に
改
め
、 

 
 

を
削
り
、
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
四
号
、
別
記
様
式
第
七
号
、
別
記
様
式
第
十
号
、

別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
研
究 

資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
研
究
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
に
つ 

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
群
馬
県
規
則
第
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 
 

  

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

産
前
産
後
休
業
又
は

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 

を 

に
、 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

「
２

 
業
務
上
の
理
由
に
よ
る
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
の
た
め

 
３

 
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
の
た
め

 
４

 
災
害
の
た
め

 
５

 
そ
の
他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
）
」

 

を 

「
２

 
死
亡
又
は
心
身
の
故
障
の
た
め

 
３

 
災
害
の
た
め

 
４

 
そ
の
他
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
）
」

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

 を 

を 

に 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
印
」

 

 
職

業
 
 

連
絡

先
 
 

（
電
話
番
号

 
 
 
－
 

 
 
－

 
 
 
）

 

 

 
連

絡
先

 
 

（
電
話
番
号

 
 
 
－
 

 
 
－

 
 
 
）

 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
 
 

職
業

 
 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年
 
 

 
月

 
 
 
日

 

 

変
 
更
 
年
 
月
 
日

 
年

 
 

 
月

 
 
 
日

 

注
 
変
更
の
あ
っ
た
部
分
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
印
」

 
・
再
開

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 
氏
 

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

状
況

 
勤
務
等
の
状
況

 

「
勤
務
先
医
療
機
関

 
 
 
 

 
 

 
名
称

 
 
 
 

 
 

 
所
在
地

 
 
 
 

 
 

 
開
設
者
又
は
管
理
者

 
 

 
 

 
 
 

 
印

 
 
 
 

 
 

 
電
話
番
号

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
」

 

「
 
 

 
 

 
勤
務
先
の
長

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
印
」

 

「
あ
て
」

 
「
宛
て
」

 
「
印
」

 
死
亡
診
断
書
又
は

 

死
亡
診
断
書
の
写
し
又
は
戸
籍
抄
本
の
写
し

 
戸
籍
抄
本

 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

介
護

納
付

金
 

納
付

金
 

 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

介
護

納
付

金
 

納
付

金
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
 

納
付

金
納

付
金

 

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 

 
 
」

 

「
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印

 
連
帯
保
証
人

 
 
 
 
住
 
所

 
 
 
 

 
 
氏
 
名

 
 

 
 
 

 
 
 
印
」

 

 を 

に 

に
、 

 
連

絡
先
 
 

（
電
話
番
号

 
 
 
－
 

 
 
－

 
 
 
）

 

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ 

 

職
業
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別
記
様
式
中 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
改
め 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 
太 

 
 

群
馬
県
規
則
第
二
十
九
号 

群
馬
県
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
八
年

群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め 

る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
再
生
資
源
物
を
積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
） 

第
三
条 

条
例
第
二
条
第
二
号
の
再
生
資
源
物
を
積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

機
械
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

油
圧
シ
ョ
ベ
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
機
械
で
知
事
が
定
め
る
も
の 

二 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
（
フ
ォ
ー
ク
そ
の
他
の
荷
を
積
載
す
る
装
置
（
こ
の
号
に
お
い
て
「
フ 

ォ
ー
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
最
も
高
く
上
昇
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
フ
ォ
ー
ク
等
の
高 

さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

（
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
の
許
可
証
） 

第
四
条 

知
事
は
、
条
例
第
七
条
第
一
項
又
は
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
再

生
資
源
物
屋
外
保
管
業
許
可
証
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
許
可
の
申
請
） 

第
五
条 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
二
号
）
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

二 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

三 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、 

構
造
図
及
び
設
計
計
算
書 

四 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
不
動
産
登
記
法
（
平
成 

十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず 

る
図
面
の
写
し 

五 

条
例
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
申
請
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
再
生
資 

源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
土
地
の
所
有
権
（
申
請
者
が
所
有
権
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
使 

用
す
る
権
原
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

六 

申
請
者
が
条
例
第
八
条
第
三
号
イ
か
ら
ヨ
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す 

る
書
面 

七 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

住
民
票
の
写
し
（
本
籍
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年 

法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
の
国
籍
等
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以 

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

ロ 

申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
（
以
下 

「
未
成
年
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し 

（
そ
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら 

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
役
員
の
住
民
票
の
写
し
） 

八 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
） 

ロ 

役
員
の
住
民
票
の
写
し 

ハ 
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の 

五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
住 

民
票
の
写
し
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
） 

九 

申
請
者
に
第
八
条
の
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し 

十 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
作
業
書 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

介
護

納
付

金
 

納
付

金
 

 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

介
護

納
付

金
 

納
付

金
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
 

納
付

金
納

付
金
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イ 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
維
持
に
関
す
る
計
画 

ロ 

油
水
分
離
装
置
及
び
こ
れ
に
接
続
し
て
い
る
排
水
溝
の
管
理
の
方
法 

ハ 

電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
回
収
及
び 

処
理
の
方
法 

ニ 

屋
外
保
管
等
に
伴
っ
て
生
じ
た
汚
水
又
は
油
の
飛
散
、
流
出
及
び
地
下
へ
の
浸
透
並
び 

に
悪
臭
の
発
散
を
防
止
す
る
方
法 

ホ 
屋
外
保
管
等
に
伴
う
生
活
環
境
の
保
全
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
騒
音
又
は
振
動
の
発
生 

を
防
止
す
る
方
法 

へ 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
に
お
け
る
ね
ず
み
の
生
息
及
び
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
害 

虫
の
発
生
を
防
止
す
る
方
法 

 

ト 

当
該
事
業
に
伴
っ
て
生
じ
る
廃
棄
物
の
処
理
の
方
法 

チ 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

３ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

金
属
ス
ク
ラ
ッ
プ
（
保
管
物
が
金
属
の
み
の
場
合
を
い
う
。
） 

二 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
（
保
管
物
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
み
の
場
合
を
い
う
。
） 

三 

雑
品
ス
ク
ラ
ッ
プ
（
前
二
号
に
掲
げ
る
物
以
外
の
場
合
を
い
う
。
） 

４ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
保
管
の
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ 

二 

保
管
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順 

三 

積
み
上
げ
る
作
業
の
用
に
供
す
る
機
械
の
種
類
、
数
量
及
び
能
力 

５ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

破
砕
等
の
場
所
の
位
置
及
び
面
積 

二 

破
砕
等
の
種
類
及
び
方
法 

三 

破
砕
等
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順 

四 

破
砕
等
の
用
に
供
す
る
設
備
の
種
類
、
数
量
、
設
置
場
所
及
び
能
力 

６ 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代 

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の 

役
員
の
氏
名
及
び
住
所
） 

二 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ 

役
員
の
氏
名
及
び
住
所 

 

ロ 

発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
額
の
百
分
の 

五
以
上
の
額
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名 

称
、
住
所
及
び
当
該
株
主
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
当
該
出
資
を
し
て
い
る
者
の
な
し
た 

出
資
の
額 

三 

申
請
者
に
第
八
条
の
使
用
人
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所 

四 

条
例
第
十
六
条
の
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先 

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
三
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
、
再
生
資

源
物
屋
外
保
管
業
を
適
切
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に 

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。 

（
生
活
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
法
令
） 

第
七
条 

条
例
第
八
条
第
三
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
法
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
） 

二 

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
） 

三 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六 

号
） 

四 

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
） 

五 

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
） 

六 

振
動
規
制
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
） 

七 

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
八
号
） 

八 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
） 

九 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十 

三
年
法
律
第
六
十
五
号
） 

十 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
） 

十
一 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律 

第
五
十
七
号
） 

（
使
用
人
） 

第
八
条 

条
例
第
八
条
第
三
号
チ
、
ワ
及
び
カ
の
規
則
で
定
め
る
使
用
人
は
、
申
請
者
の
使
用
人
で

あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

本
店
又
は
支
店
（
商
人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
） 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限 

を
有
す
る
者
を
置
く
も
の 

（
保
管
物
の
保
管
の
高
さ
） 

第
九
条 

条
例
第
十
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
高
さ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
高
さ
と
す
る
。 

一 

再
生
資
源
物
（
当
該
再
生
資
源
物
と
一
体
的
に
保
管
さ
れ
る
物
品
を
含
む
。
）
を
保
管
す 

る
場
所
（
以
下
「
保
管
場
所
」
と
い
う
。
）
の
周
囲
に
設
置
し
た
囲
い
（
以
下
「
保
管
場
所 

の
囲
い
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合
又
は
保
管
場
所
の
囲
い
に
保
管
物
の
荷
重
が
直
接
か
か 

る
構
造
で
あ
る
部
分
（
以
下
「
直
接
負
荷
部
分
」
と
い
う
。
）
が
な
い
場
合 

当
該
保
管
場 

所
の
任
意
の
点
ご
と
に
、
地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
保
管
場
所
の
区
画 

の
境
界
線
又
は
保
管
場
所
の
囲
い
の
下
端
（
当
該
下
端
が
地
盤
面
に
接
し
て
い
な
い
場
合
に 

あ
っ
て
は
、
当
該
下
端
を
鉛
直
方
向
に
延
長
し
た
面
と
地
盤
面
と
の
交
線
）
を
通
り
水
平
面 

に
対
し
上
方
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
勾
配
を
有
す
る
面
と
の
交
点
（
当
該
交
点
が
二
以
上
あ 

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も
地
盤
面
に
近
い
も
の
）
ま
で
の
高
さ
又
は
五
メ
ー
ト
ル
の
う
ち 

い
ず
れ
か
低
い
も
の 

 

二 

保
管
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

直 

接
負
荷
部
分
の
上
端
か
ら
下
方
に
引
い
た
垂
直
距
離
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
線
（
直
接
負 

荷
部
分
に
係
る
囲
い
の
高
さ
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ 

の
下
端
）
（
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
線
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
保
管
場
所
の
側
の
任
意 
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の
点
ご
と
に
、
次
の
イ
に
規
定
す
る
高
さ
（
当
該
保
管
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
で
な 

い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も 

の
）
又
は
五
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の 

 
 

イ 

地
盤
面
か
ら
、
当
該
点
を
通
る
鉛
直
線
と
当
該
鉛
直
線
へ
の
水
平
距
離
が
最
も
小
さ
い
基

準
線
を
通
る
水
平
面
と
の
交
点
ま
で
の
高
さ 

ロ 
前
号
に
規
定
す
る
高
さ 

三 

三
方
に
あ
る
保
管
場
所
の
囲
い
に
直
接
負
荷
部
分
が
あ
る
場
合 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に 

規
定
す
る
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
又
は
前
号
に
規
定
す
る
高
さ 

イ 

当
該
保
管
場
所
の
当
該
三
方
以
外
の
方
向
か
ら
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
の
用
に
供 

す
る
施
設
（
当
該
保
管
場
所
を
除
く
。
）
又
は
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
敷
地
の 

境
界
線
へ
の
水
平
距
離
の
う
ち
最
小
の
も
の
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
高
さ 

ロ 

当
該
直
接
負
荷
部
分
の
基
準
線
の
高
さ 

ハ 

五
メ
ー
ト
ル 

（
火
災
の
発
生
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
十
条 

条
例
第
十
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一 

第
五
条
第
三
項
第
三
号
の
雑
品
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
区
分
さ
れ
る
保
管
物
（
以
下
こ
の
条
に
お 

い
て
「
雑
品
ス
ク
ラ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
に
電
池
、
潤
滑
油
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
又
は
延 

焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で
こ
れ
ら
を
適 

正
に
回
収
し
、
処
理
す
る
こ
と
。 

二 

雑
品
ス
ク
ラ
ッ
プ
を
保
管
す
る
場
所
一
区
画
当
た
り
の
面
積
を
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下 

と
す
る
こ
と
。 

三 

雑
品
ス
ク
ラ
ッ
プ
を
保
管
す
る
場
所
が
隣
接
す
る
場
合
に
は
、
相
互
の
間
隔
を
二
メ
ー
ト 

ル
以
上
と
す
る
こ
と
（
隣
接
す
る
場
所
に
仕
切
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
措
置 

（
変
更
の
許
可
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保

 

管
業
変
更
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
変
更
許
可
申
請
書
に
は
、
第
五
条
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
九

号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
当
該
変
更
に
係
る
も
の
を
添
付
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

変
更
後
の
事
業
計
画
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

二 

変
更
後
の
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
位
置
図
及
び
付
近
の
見
取
図 

三 

変
更
後
の
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、 

断
面
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書 

四 

第
五
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
変
更
後
の
標
準
作
業
書 

３ 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
変
更
と
す
る
。 

一 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
所
在
地
の
変
更 

二 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
敷
地
面
積
の
変
更
（
当
該
面
積
を
増
大
さ
せ
る
場
合
に 

限
る
。
） 

三 

保
管
場
所
の
面
積
の
変
更
（
当
該
面
積
を
増
大
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

条
例
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ
の
変
更
（
当
該
高 

さ
を
増
大
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
） 

五 

第
五
条
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
当
該
事
項
の
変
更
に
よ
っ
て
周
辺
地
域 

の
生
活
環
境
に
対
す
る
影
響
が
増
大
し
な
い
場
合
を
除
く
。
） 

六 

第
五
条
第
三
項
で
定
め
る
区
分
の
変
更 

七 

第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
機
械
の
種
類
、
数
量
及
び
能
力
の
変
更
（
当
該
機
械 

の
数
量
を
増
加
さ
せ
、
又
は
能
力
を
増
大
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
） 

八 

第
五
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
破
砕
等
の
種
類
及
び
方
法
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定 

す
る
破
砕
等
の
作
業
の
方
法
及
び
手
順
の
変
更
（
こ
れ
ら
の
破
砕
等
を
し
な
い
こ
と
と
す
る 

場
合
を
除
く
。
） 

九 

第
五
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
破
砕
等
の
用
に
供
す
る
設
備
の
種
類
、
数
量
、
設
置 

場
所
及
び
能
力
の
変
更
（
当
該
設
備
の
数
量
を
増
加
さ
せ
、
又
は
能
力
を
増
大
さ
せ
る
場
合 

に
限
る
。
） 

（
変
更
の
届
出
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
変
更
届
出

書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
業
等
の
届
出
） 

第
十
三
条 

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
廃
業
等
届
出
書

（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
標
識
） 

第
十
四
条 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
は
、
縦
及
び
横
そ
れ
ぞ
れ
六
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

二 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号
並
び
に
法
人
に 

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

三 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
所
在
地
及
び
敷
地
面
積 

四 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
平
面
図 

五 

第
五
条
第
三
項
で
定
め
る
区
分 

六 

保
管
物
を
積
み
上
げ
る
高
さ
の
う
ち
最
高
の
も
の 

七 

破
砕
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
破
砕
等
の
種
類 

八 

条
例
第
十
六
条
の
現
場
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
の
電
話
番
号 

（
公
衆
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合
と
す
る
。 

一 

常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
五
人
以
下
で
あ
る
場
合 

二 

当
該
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
者
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
有
し
て
い
な
い
場
合 

（
帳
簿
） 

第
十
六
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 
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一 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
の
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

二 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

三 

再
生
資
源
物
の
取
引
の
年
月
日 

四 

再
生
資
源
物
の
取
引
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称 

五 
取
引
を
し
た
再
生
資
源
物
の
種
類 

六 
取
引
を
し
た
再
生
資
源
物
（
当
該
再
生
資
源
物
と
一
体
的
に
取
引
し
た
物
品
を
含
む
。
） 

の
数
量 

七 

そ
の
他
知
事
が
定
め
る
事
項 

（
帳
簿
の
保
存
の
方
法
） 

第
十
七
条 

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
保
存
は
、
当
該
帳
簿
を
再
生
資
源
物
屋

外
保
管
業
者
の
住
所
又
は
所
在
地
に
お
い
て
直
ち
に
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
状
態
で
備
え
付 

け
る
方
法
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認 

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
当
該
帳
簿
に
係
る
記
録
を
再 

生
資
源
物
屋
外
保
管
業
者
の
住
所
又
は
所
在
地
に
お
い
て
直
ち
に
そ
の
内
容
を
書
面
に
表
示
す 

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
保
存
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
廃
止
の
基
準
） 

第
十
八
条 

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

再
生
資
源
物
及
び
当
該
事
業
に
伴
っ
て
生
じ
る
廃
棄
物
が
保
管
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

二 

再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
の
構
造
物
が
県
民
生
活
の
安
全
の
確
保
及
び
生
活
環
境
の
保

全
に
お
い
て
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
十
九
条 

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
別
記
様
式
第
六 

号
）
と
す
る
。 

（
市
町
村
と
の
関
係
） 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
告
示
に
は
、
指
定
す
る
市
町
村
の
名
称
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
業
届
出
書
（
附
則
様
式
）

を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
再
生
資
源
物
屋
外
保
管
事
業
場
ご
と
に
、
条
例
第
七
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
第
五
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。 
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附則様式（規格Ａ４） 

（第１面） 

再生資源物屋外保管業届出書 

年  月  日  

 

群馬県知事 宛て 

届出者 

住所  

氏名  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号  

担当者名  

メールアドレス  

 

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例（以下「条例」という。）附則第５項の規定により、現

に行っている再生資源物屋外保管業について、関係書類を添えて次のとおり届け出ます。 
 

再生資源物屋外保管事業場の所在地  

再生資源物屋外保管事業場の敷地面積                  ㎡ 

再生資源物屋外保管事業場の構造  

再生資源物屋外保管事業場の設備  

再生資源物の保管 

 

保管の場所 位置 面積 保管物の区分 保管物を積み上げる高さ 

１  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

２  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

３  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

４  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

５  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

保管の作業の方法及び手順  

積み上げる作業の用に供する機械の種

類、数量及び能力 
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（再生資源物の破砕等（破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理をいう。以下同じ。）をする場合） 

 

破砕等の場所 位置 面積 破砕等の種類及び方法 

１      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

２      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

３      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

４      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

５      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

破砕等の作業の方法及び手順  

破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力  
 
備考 １ 「保管物の区分」の欄には、保管物の区分のうち、該当する区分の番号を丸印で囲むこと。 

２ 「破砕等の種類及び方法」の欄には、破砕等の種類のうち、該当する種類の番号を丸印で囲み、そ

の方法について具体的に記入すること。 

３ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付する

こと。 

４ この届出書は、令和９年３月３１日までに提出すること。 
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（第２面）                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 

 

 

 

付 

 

 

 

書 

 

 

 

類 

１ 事業計画の概要を記載した書類 

２ 再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図 

３ 再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算

書 

４ 再生資源物屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第１４条第１項の地図又は

同条第４項の地図に準ずる図面の写し 

５ 届出者が再生資源物屋外保管事業場の土地の所有権（届出者が所有権を有しない場合には、使用

する権原）を有することを証する書類 

６ 届出者が条例第８条第３号イからヨまでに該当しない者であることを誓約する書面 

７ 届出者が個人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法第３０条の４５の国籍等）の記載が

あるものに限る。） 

⑵ 届出者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者（以下「未成年者」とい

う。）である場合には、その法定代理人の住民票の写し（その法定代理人が法人である場合に

は、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）並びにその役員の住民票の写し） 

８ 届出者が法人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

⑵ 役員の住民票の写し 

⑶ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額

に相当する出資をしている者がある場合にあっては、その者の住民票の写し（その者が法人であ

る場合にあっては、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）） 

９ 届出者に群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則（以下「規則」とい

う。）第８条の使用人がある場合には、その者の住民票の写し 

10 次に掲げる事項を記載した標準作業書 

⑴ 再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画 

⑵ 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法 

⑶ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法 

⑷ 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止

する方法 

⑸ 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法 

⑹ 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する

方法 

⑺ 当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法 

⑻ その他知事が定める事項 
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（第３面）                        
 

届出者（個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

    （法人である場合） 

（ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
 

法定代理人（届出者が未成年者である場合） 

   （個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

   （法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
  

 

 役員（法定代理人が法人である場合） 

 
（ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

  

 

  

   

  

 

  

   
 

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第４面）                        
 

役員（届出者が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当
する出資をしている者（届出者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると
き） 

 

発行済株式の総数 株 出 資 の 額 
 
 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生 年 月 日 

保有する株式の数 

又は出資の金額 
本        籍 

割    合 住        所 

  
  

  

    

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第５面）                        
 

規則第８条の使用人（届出者に当該使用人がある場合） 

 

（ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

   

  

   

  

   

  

   

  

条例第１６条の現場責任者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

上記の現場責任者が不在のときに、現場責任者となる者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

 

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第４条関係）                                
 

許可番号 第      号  

 

再生資源物屋外保管業許可証 

 

住 所 

氏 名 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

                              

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例        の許可を 

受けた者であることを証する。 

 

群馬県知事            印 

 

許可の年月日       年  月  日 

許可の有効年月日     年  月  日 

 １ 再生資源物の種類 

 

 

 ２ 再生資源物屋外保管事業場 

所在地 

 

保管物の区分 

 

保管面積 

 

保管物を積み上げる高さ 

 

破砕等をする場合、破砕等の種類 

 

 

 ３ 許可の条件 

 

 

 ４ 許可の更新、変更の状況 

       年  月  日  （内容） 

 

第７条第１項 
第１１条第１項 
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係） 

（第１面）                        

         
再生資源物屋外保管業      申請書 

               
 

年  月  日 

群馬県知事 宛て 

申請者 

住所  

氏名  

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号  

担当者名  

メールアドレス  

 

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例（以下「条例」という。）第７条第１項又は第３項の規

定により、再生資源物屋外保管業の許可又は許可の更新を受けたいので、関係書類及び図面を添えて、次のと

おり申請します。 
 

再生資源物屋外保管事業場の所在地  

再生資源物屋外保管事業場の敷地面積                  ㎡ 

許可年月日※    年  月  日 

許可番号※ 第      号 

再生資源物屋外保管事業場の構造  

再生資源物屋外保管事業場の設備  

再生資源物の保管 

 

保管の場所 位置 面積 保管物の区分 保管物を積み上げる高さ 

１  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

２  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

３  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

４  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

５  
 

    ㎡ 

１ 金属スクラップ 

２ プラスチック類 

３ 雑品スクラップ 

 

保管の作業の方法及び手順  

許 可 
許可の更新 
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積み上げる作業の用に供する機械の種

類、数量及び能力 

 

（再生資源物の破砕等（破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理をいう。以下同じ。）をする場合） 

 

破砕等の場所 位置 面積 破砕等の種類及び方法 

１      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

２      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

３      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

４      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

５      ㎡ 

１ 破砕 

２ 切断 

３ 圧縮 

４ 解体 

５ 洗浄 

６ その他の処理 

 

破砕等の作業の方法及び手順  

破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力  
 

備考 １ 許可の更新をする場合にあっては、※印の欄を記載すること。 

２ 「保管物の区分」の欄には、保管物の区分のうち、該当する区分の番号を丸印で囲むこと。 

３ 「破砕等の種類及び方法」の欄には、破砕等の種類のうち、該当する種類の番号を丸印で囲み、そ

の方法について具体的に記入すること。 

４ 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付する

こと。  
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（第２面）                        
 

添 

 

 

 

付 

 

 

 

書 

 

 

 

類 

１ 事業計画の概要を記載した書類 

２ 再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図 

３ 再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算

書 

４ 再生資源物屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第１４条第１項の地図又は

同条第４項の地図に準ずる図面の写し 

５ 申請者が再生資源物屋外保管事業場の土地の所有権（申請者が所有権を有しない場合には、使用

する権原）を有することを証する書類 

６ 申請者が条例第８条第３号イからヨまでに該当しない者であることを誓約する書面 

７ 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法第３０条の４５の国籍等）の記載が

あるものに限る。） 

⑵ 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者（以下「未成年者」とい

う。）である場合には、その法定代理人の住民票の写し（その法定代理人が法人である場合に

は、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）並びにその役員の住民票の写し） 

８ 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

⑵ 役員の住民票の写し 

⑶ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額

に相当する出資をしている者がある場合にあっては、その者の住民票の写し（その者が法人であ

る場合にあっては、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）） 

９ 申請者に群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則（以下「規則」とい

う。）第８条の使用人がある場合には、その者の住民票の写し 

10 次に掲げる事項を記載した標準作業書 

⑴ 再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画 

⑵ 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法 

⑶ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法 

⑷ 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止

する方法 

⑸ 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法 

⑹ 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する

方法 

⑺ 当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法 

⑻ その他知事が定める事項 
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（第３面）                        
 

申請者（個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

    （法人である場合） 

（ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
 

法定代理人（申請者が未成年者である場合） 

   （個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

   （法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
  

 

 役員（法定代理人が法人である場合） 

 
（ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

  

 

  

   

  

 

  

   
 

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第４面）                        
 

役員（申請者が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当
する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると
き） 

 

発行済株式の総数 株 出 資 の 額 
 
 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生 年 月 日 

保有する株式の数 

又は出資の金額 
本        籍 

割    合 住        所 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第５面）                        
 

規則第８条の使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 

（ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

   

  

   

  

   

  

   

  

条例第１６条の現場責任者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

上記の現場責任者が不在のときに、現場責任者となる者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第１１条関係） 

 

（第１面） 

再生資源物屋外保管業変更許可申請書 

 

年  月  日 

 

群馬県知事 宛て 

 

申請者                              

住所                 

氏名                 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

担当者名  

メールアドレス  

 

 

     年  月  日付け群馬県指令  第      号で許可を受けた事項について、変更したい

ので、群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例（以下「条例」という。）第１１条第１項の規定に

より、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 
 

 変更後 変更前 

変 更 の 内 容   

変 更 の 理 由  



 令和８年３月２６日（木）          群 馬 県 報            号 外 （第６号） 

 

35 

（第２面）                        
 

 

添 

 

 

 

付 

 

 

 

書 

 

 

 

類 

１ 変更後の事業計画の概要を記載した書類 

２ 変更後の再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図 

３ 変更後の再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び

設計計算書 

４ 再生資源物屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び不動産登記法第１４条第１項の地図又は

同条第４項の地図に準ずる図面の写し 

５ 申請者が再生資源物屋外保管事業場の土地の所有権（申請者が所有権を有しない場合には、使用

する権原）を有することを証する書類 

６ 申請者が条例第８条第３号イからヨまでに該当しない者であることを誓約する書面 

７ 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 住民票の写し（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法第３０条の４５の国籍等）の記載が

あるものに限る。） 

⑵ 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者（以下「未成年者」とい

う。）である場合には、その法定代理人の住民票の写し（その法定代理人が法人である場合に

は、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）並びにその役員の住民票の写し） 

８ 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類 

⑴ 定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。） 

⑵ 役員の住民票の写し 

⑶ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額

に相当する出資をしている者がある場合にあっては、その者の住民票の写し（その者が法人であ

る場合にあっては、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）） 

９ 申請者に群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則（以下「規則」とい

う。）第８条の使用人がある場合には、その者の住民票の写し 

10 次に掲げる事項を記載した標準作業書 

⑴ 再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画 

⑵ 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法 

⑶ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法 

⑷ 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止

する方法 

⑸ 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法 

⑹ 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する

方法 

⑺ 当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法 

⑻ その他知事が定める事項 
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（第３面）                        
 

申請者（個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

    （法人である場合） 

（ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
 

法定代理人（申請者が未成年者である場合） 

   （個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

   （法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
  

 

 役員（法定代理人が法人である場合） 

 
（ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

  

 

  

   

  

 

  

   
 

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第４面）                        
 

役員（申請者が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当
する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると
き） 

 

発行済株式の総数 株 出 資 の 額 
 
 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生 年 月 日 

保有する株式の数 

又は出資の金額 
本        籍 

割    合 住        所 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第５面）                        
 

規則第８条の使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 

（ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

   

  

   

  

   

  

   

  

条例第１６条の現場責任者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

上記の現場責任者が不在のときに、現場責任者となる者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第１２条関係） 

再生資源物屋外保管業変更届出書 

 

年  月  日 

群馬県知事 宛て 

届出者 

住所                 

氏名                 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

担当者名 

メールアドレス 

 

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例（以下「条例」という。）第１１条第３項の規定により、

再生資源物屋外保管業の許可に係る事項を変更したので、関係書類を添えて、次のとおり届け出ます。     
 

許 可 年 月 日 年  月  日 

許 可 番 号 第      号 

再生資源物屋外保管 

事 業 場 の 所 在 地 

 

変更した事項の内容 

変更後 変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 年 月 日 
 

変 更 理 由 
 

 
 

備考 １ 届出者の氏名若しくは名称又は住所の変更については、住民票の写し（本籍（外国人にあっては、

住民基本台帳法第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同じ。）を添付す

ること。 

届出者が法人である場合にあっては、名称、主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名の変更に

ついては、登記事項証明書を添付すること。 
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２ 届出者に係る法定代理人の変更については、新たに法定代理人になった者の住民票の写し（法定代

理人が法人である場合にあっては、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含む。）並びに

その役員の住民票の写し）を添付すること。 

３ 届出者に係る役員の変更については、新たに役員になった者の住民票の写し及び条例第８条第３号

イからヨまでに該当しない者であることを誓約する書面を添付すること。 

４ 届出者に係る発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５

以上の額に相当する出資をしている者の変更については、新たにこれらの者になったものの住民票の

写し（これらの者が法人である場合にあっては、定款及び登記事項証明書（これらに準ずるものを含

む。））を添付すること。 

５ その他知事が必要と認める書類を添付すること。 

６ この届出書は、許可を受けた事項を変更した日から３０日以内に提出すること。 
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（第２面）【変更後の状況】                    
 

届出者（個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

    （法人である場合） 

（ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
 

法定代理人（届出者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合） 

   （個人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 
生 年 月 日 

本        籍 

住        所 

  
 

 

   （法人である場合） 

 （ふ り が な） 

名      称 
住        所 

 

 
  

 

 役員（法定代理人が法人である場合） 

 
（ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

  

 

  

   

  

 

  

   

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第３面）【変更後の状況】                    
 

役員（申請者が法人である場合） 

 （ふりがな） 

氏   名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当
する出資をしている者（申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があると
き） 

 

発行済株式の総数 株  出 資 の 額 
 
 

（ふりがな） 

氏名又は名称 
生 年 月 日 

保有する株式の数 

又は出資の金額 
本        籍 

割    合 住        所 

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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（第４面）【変更後の状況】                    
 

規則第８条の使用人（申請者に当該使用人がある場合） 

 

（ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 本        籍 

役職名・呼称 住        所 

   

  

   

  

   

  

   

  

条例第１６条の現場責任者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

上記の現場責任者が不在のときに、現場責任者となる者 

 （ふりがな） 

氏  名 

生 年 月 日 住 所 

役職名・呼称 連 絡 先 の 電 話 番 号 

   

  

備考 各欄に記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を添付すること。 
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第１３条関係） 

再生資源物屋外保管業廃業等届出書 

 

年  月  日  

群馬県知事 宛て 

 

申請者                             

住所                 

氏名                 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

担当者名 

メールアドレス 

 

群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例（以下「条例」という。）第１３条各号のいずれかに該

当することとなったので、同条の規定により、次のとおり届け出ます。                   
 

許 可 年 月 日     年   月   日 

許 可 番 号 第      号 

再生資源物屋外保管業者で 

あった者の氏名又は名称 
 

再 生 資 源 物 屋 外 保 管 

事 業 場 の 所 在 地 
 

廃 業 等 の 年 月 日     年   月   日 

廃 業 等 の 事 由 

１ 死亡 

２ 法人の合併による消滅 

３ 法人の破産手続開始の決定による解散 

４ 法人の合併又は破産手続開始の決定以外の理由による消滅又は解散 

５ 許可に係る再生資源物屋外保管業の全部廃止 

 

保 管 物 の 取 扱 い 方 針 

 

 

 

備考 １ 「廃業等の事由」の欄には、条例第１３条各号の廃業等の事由のうち、該当する事由の番号を丸印

で囲むこと。 

    ２ 再生資源物屋外保管事業場の現状における現場写真を添付すること。 

３ この届出書は、廃業等の事由に該当することとなった日から３０日以内に提出すること。 
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別記様式第６号（第１９条関係）                                     

（表） 

                     身分証明書 

第    号 
 
 
 
  

 
   写    真 
 
   縦   ３ ㎝ 
 
   横   ２ ㎝ 

 
 
 
 
 

   所 属 

   職 名 

   氏 名 
  

群 
 
馬 

  

  県   年   月   日生 

 
 

 上 記 の 者 は 、 群 馬 県 再 生 資 源 物 の 屋 外 保 管 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 第 ２ １ 

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検 査 を 行 う 職 員 で あ る こ と を 証 明 す る 。            
 
           年    月    日 

 
群馬県知事       印 

 

（裏） 

 
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例抜粋  

 
（立入検査） 
第２１条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、再生資源物又は再生資源物であ
ることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳
簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
 
（罰則） 
第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 
⑴ 第１１条第３項又は第１３条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
⑵ 第２０条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
⑶ 第２１条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 
（両罰規定） 
第２９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑を科する。 
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群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
号 

 
 
 

群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県
規
則
第
二

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
場
所
に
お
け
る
利
用
時
間
、
利
用
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
指
定
管
理
者
が
知
事

の
承
認
を
得
て
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
事
項
を
利
用
者
に
周
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
表
赤
城
ふ
れ
あ
い
の
森
の
項
中 

 
 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

」 
 
 
 

 
 
 

 
 

」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

 

別
記
様
式
第
四
号
中 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
五
号
中 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 
 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
立
森
林
公
園
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則 

の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号 

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

群
馬
県
立
農
林
大
学
校
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県 

規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
農
林
部
」
を
「
専
門
教
育
」
に
、
「
研
修
部
」
を
「
研
修
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
農
林
部
及
び
研
修
部
」
を
「
群
馬
県
立
農
林
大
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
農
林
部
」
を
「
群
馬
県
立
農
林
大
学
校
（
以
下
「
大
学
校
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

「
教
育
」
の
下
に
「
（
以
下
「
専
門
教
育
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
研
修
部
」

を
「
大
学
校
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
二
章 

専
門
教
育 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
農
林
部
の
学
科
（
以
下
「
学
科
」

と
い
う
。
）
」
を
「
コ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

           

第
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
コ
ー
ス
（
以
下
「
各
コ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
門
課
程
と
し
て
置
く
も
の
と 

す
る
。 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
各
コ
ー
ス
の
定
員
は
、
別
に
定
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
農
林
部
」
を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
農
林
部
」
を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
群
馬
県
立
農
林
大

学
校
（
以
下
「
大
学
校
」
と
い
う
。
）
」
を
「
大
学
校
」
に
改
め
る
。 

を 

に
改
め
る
。 

  

。 

有
料
公
園
施
設 

あ
か
ぎ
木
の
家 

 

有
料
公
園
施
設 

（
宿
泊
） 

あ
か
ぎ
木
の
家

有
料
公
園
施
設 

（
時
間
利
用
） 

 

計
 
 
 
 

 
 
人

 

 

 
年
 
月
 
日
（
 
曜
日
）

 
時

 
分
か
ら

 
 
 

 
年
 
月

 
日
（
 
曜
日
）

 
時
 
分
ま
で

 
 

 
 

 

 

  
 

 

計
 
 
 
 

 
 
人

 

 

計
 
 

 
 
 
 

 
人

 

男
 
 
人

 
女
 
 
人

 

  
 

 

計
 
 

 
 
 
 

 
人

 

男
 
 
人

 
女
 
 
人

 

 
年
 
月
 
日
（
 
曜
日
）

 
時

 
分
か
ら

 
 
 

 
年
 
月

 
日
（
 
曜
日
）

 
時
 
分
ま
で

 
 

 
 

 

 

泊
 
又
は
 
時
間

 

泊
 

社
会
人
コ
ー
ス 

環
境
森
林
コ
ー
ス 

農
産
・
加
工
コ
ー
ス 

酪
農
肉
牛
コ
ー
ス 

花
き
・
果
樹
コ
ー
ス 

野
菜
コ
ー
ス 

名
称 

百
人 

学
年
ご
と
の
定
員 

一
年 

二
年 

修
業
年
限 
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「
希
望
学
科

 
 
第
１
希
望

 
 

 
 
 

 
 

 
学
 
科
（

 
 
 

 
 
 

 
 

 
コ
ー
ス
）

 
  
 
 

 
 

 
 
第
２
希
望

 
 

 
 
 

 
 

 
学
 
科
（

 
 
 

 
 
 

 
 

 
コ
ー
ス
）
」

 

 

「
希
望
コ
ー
ス

 
第
１
希
望

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
コ
ー
ス

 
 

  
 
 

 
 

 
 
第
２
希
望

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
コ
ー
ス

 
」

 

 

「
本
人
現
住
所

 
  
 
 
氏

 
名
」

 

 

「
本
人
現
住
所

 
 
 
 

ふ
り
が
な
 

 
 
 
氏
 
 
名
」

 

 

「
上
記
の
者
が
貴
大
学
校
に
入
校
し
た
後
は
、
規
則
等
を
堅
く
守
ら
せ
、
在
学
中
の
本
人
に
係

 
る
一
切
の
責
任
は
、
私
た
ち
が
連
帯
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 
 
 
 

 
」

 

 

「
上
記
の
者
が
貴
大
学
校
に
入
校
し
た
後
は
、
規
則
等
を
堅
く
守
ら
せ
、
在
学
中
の
本
人
に
係

 
る
責
任
は
、
私
ど
も
が
連
帯
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 
 

 
」

 

 

「
本
人
と
の
続
柄

 
 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
印

 
 
 
 

 
極
度
額

 
 
 

 
 
 

 
 
円
」

 

 

「
本
人
と
の
続
柄

 
 
 
 

 
ふ
り
が
な
 

 
 
 

 
氏

 
名
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
」

 

 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
業
経
営
学
科
の
社
会
人
コ
ー
ス
（
以
下
「
農

業
経
営
学
科
社
会
人
コ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
人
コ
ー
ス
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
三 

就
農
意
欲
の
高
い
者
で
県
内
に
就
農
を
希
望
す
る
も
の 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
農
林
部
」
を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
三
項
中
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
科
（
農
業
経
営
学
科
社
会
人
コ
ー
ス
を
除

く
。
）
へ
の
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
農
林
部
」
を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
を
限

り
」
を
「
に
限
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
農
林
部
に
お
け
る
学
科
（
農
業
経
営
学
科
社
会
人
コ
ー
ス
を
除
く
。
）
」

を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
、
「
四
年
」
の
下
に
「
（
社
会
人
コ
ー
ス
に
あ
つ
て
は
二
年
）
」
を
加
え
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
農
林
部
」
を
「
各
コ
ー
ス
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
農
業
経
営
学
科
」
を
削
る
。 

 

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

第
三
章 

研
修 

 

第
二
十
三
条
中
「
研
修
部
」
を
「
大
学
校
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

を 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

 

改
め
る
。 

   

別
記
様
式
第
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 
 

に
、 

 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

を 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

に
改
め 

 

る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 

」 

を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
七
号
中
「 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
八
号
中
「
学 

科 

名
」
を
「
コ
ー
ス
名
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
中
「
学 

科 

名
」
を
「
コ
ー
ス
名
」
に
、
「
証
し
ま
す
。
」
を
「
証
し
ま 

す
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
農
林
部
に
在
学
す
る
者
に
係
る
学
科
及
び
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、

改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
群
馬

県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
機
械
系
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
る
。 

 
別
表
第
三
試
験
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

 

加
速
度
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ 

振
動
試
験
機
（
大
型
） 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

五
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

 

振
動
試
験
機
（
大
型
） 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
三
〇
〇
円 

 

共
振
試
験 

一
件
に
つ
き 

六
、
九
〇
〇
円 

 

を に
、 

あ
て

 

あ
て

 
宛
て

 

宛
て

 
あ
て

 

宛
て

 
あ
て

 

宛
て

 

退
 
 

 
校

 
 
 
届

 
退

 
 

 
校

 
 
 
願

 

宛
て

 
あ
て

 

宛
て

 
あ
て

 
フ
リ
ガ
ナ

 

ふ
り
が
な

 

共
振
試
験 

特
殊
な
も
の 

一
般
の
も
の 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

七
、
二
〇
〇
円 

六
、
九
〇
〇
円 
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」 

「
七
、
三
八
〇
円
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
、
同
表
分
析
の
項
中 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

同
表
製
作
又
は
加
工
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

 

別
表
第
四
試
験
の
項
中
「
全
光
束
」
を
「
全
光
束
測
定
」
に
、
「
分
光
分
布
」
を
「
全
光
束
及
び

分
光
分
布
測
定
」
に
改
め
、
同
表
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
設
計
又
は
解
析
の
項
中 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

共
振
試
験 

特
殊
な
も
の 

一
般
の
も
の 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

七
、
二
〇
〇
円 

六
、
九
〇
〇
円 

 
に
、 

ヘ
ー
ズ
測
定 

メ
ル
ト
フ
ロ
ー
レ
イ
ト
試
験 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

八
三
〇
円 

三
、
八
七
〇
円 

 

メ
ル
ト
フ
ロ
ー
レ
イ
ト
試
験 

一
件
に
つ
き 

三
、
八
七
〇
円 

 

 

熱
分
析
（
高
感

度
） 

 

摂
氏
五
百
度
を

超
え
る
も
の
を

含
む
も
の
（
摂

氏
二
十
五
度
未

満
を
含
む
も
の

を
除
く
。
） 

摂
氏
二
十
五
度

以
上
五
百
度
以

下
の
も
の 

摂
氏
二
十
五
度

未
満
を
含
む
も

の 
一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
一
、
四
〇
〇
円 

八
、
二
一
〇
円 

一
三
、
五
〇
〇
円 

 

熱
分
析
（
高
感

度
） 

摂
氏
二
十
五
度

以
上
五
百
度
以

下
の
も
の 

一
件
に
つ
き 

八
、
二
一
〇
円 

 

異
臭
分
析 

匂
い
嗅
ぎ
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

質
量
分
析
（
定
性
） 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
二
〇
〇
円 

（
一
成
分
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
超
え

る
一
成
分
ご
と
に

四
、
〇
七
〇
円
を
加

え
た
額
） 

 

精
密
質
量
分
析 

 

タ
ン
デ
ム
型
質

量
分
析 

直
接
導
入
法 

液
体
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ
導
入
法 

直
接
導
入
法 

一
件
に
つ
き 

一
成
分
に
つ
き 

一
成
分
に
つ
き 

一
九
、
三
〇
〇
円 

二
五
、
五
〇
〇
円 

二
二
、
二
〇
〇
円 

 

精
密
質
量
分
析 

直
接
導
入
法 

一
件
に
つ
き 

一
九
、
三
〇
〇
円 

 

フ
ィ
ル
ム
作
製 

一
件
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

 

フ
ィ
ル
ム
作
製 

 

積
層
造
形 

積
層
造
形 

サ
ポ
ー
ト
材 

モ
デ
ル
材 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

七
〇
〇
円 

三
、
六
〇
〇
円 

 
に
改
め
る
。 

機
械
系
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
三
〇
○
円 

 

凝
固
解
析
計
算 

凝
固
解
析 

機
械
系
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
三
〇
〇
円 

四
、
三
三
〇
円 

三
、
三
〇
○
円 

 

を 

異
臭
分
析 

一
件
に
つ
き 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

 」 
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群
馬
県
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
五
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
利
用
料
金
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
が
条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る

場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
武
尊
山
観
光 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
利
用
料
金
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
知
事
に
提
出
す
る 

も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
利
用
料
金
承
認

書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
を
指
定
管
理
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
料
金
の
返
還
申
請
） 

第
五
条 

条
例
第
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
利
用
料
金
返
還
申
請
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
指
定 

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
十
六
条
」
に
、
「
使
用
料
の
全
額
若
し
く
は
一
部
の
免
除
又
は
還
付
」
を
「
利
用
料
金
の
減 

免
」
に
、
「
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
使
用
料
減
免
・
還
付
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三

号
）
を
知
事
」
を
「
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
利
用
料
金
減
免
申
請
書
（
別
記
様
式
第

六
号
）
を
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
指
示
） 

第
七
条 

指
定
管
理
者
は
、
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
利
用
者
に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
施
設
の
損
傷
の
届
出
） 

第
八
条 

利
用
者
は
、
そ
の
利
用
中
に
施
設
が
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
指
定
管
理
者

に
届
け
出
て
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
九
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
武
尊
山
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
管
理
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

 

別
表
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

あ
て

 
宛
て
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

武尊山観光レクリエーション施設利用料金承認申請書 

年  月  日 

 

  群馬県知事      宛て 

 

指定管理者名 

 

下記のとおり利用料金を（決定・変更）したいので、承認を申請します。 

 

記 

 

宝台樹キャンプ場利用料金 

 

 

 

 

 

  

区分 利用料金（一人一泊につき） 

小学校、中学校及びこれらに準ずる学校そ
の他の施設の児童及び生徒 

 

その他の者（小学校就学の始期に達するま
での者を除く。） 
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別
記
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

武尊山観光レクリエーション施設利用料金承認書 

 

年  月  日  

 

指定管理者 様 

 

群馬県知事 

 

 

   年  月  日付けで承認申請のあった武尊山観光レクリエーション施設の利用料金については、申請書

のとおり承認する。 
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別記様式第５号（規格Ａ４）（第５条関係） 

 

武尊山観光レクリエーション施設利用料金返還申請書 

 

年  月  日  

 

指定管理者 宛て 

 

住所 

氏名 

 

次のとおり利用料金を返還してください。 

 

返還の額                円 

返還申請の理由 
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別記様式第６号（規格Ａ４）（第６条関係） 

 

武尊山観光レクリエーション施設利用料金減免申請書 

年  月  日  

 

指定管理者 宛て 

 

住所 

氏名 

 

次のとおり利用料金を減免してください。 

 

免除の別 全部免除・一部免除 

免除の額          円 

免除申請の理由  
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
三
号
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
の
三
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

群
馬
の
森
の
管
理
棟
多
目
的
室 
群
馬
の
森
管
理
棟
多
目
的
室
利
用
許
可
申
請
書
（
別
記 

様
式
第
三
号
の
二
） 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
三
号
の
三
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
の
四
」
に
、
「
別
記
様
式

第
三
号
の
四
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
の
五
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
ぐ
ん
ま
こ
ど
も
の
国
児
童
会
館
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
条
の
四
第
一
号
中
「
（
ぐ
ん
ま
こ
ど
も
の
国
児
童
会
館
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
二 

号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
号
の
表
敷
島
公
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

    

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
の
四
を
別
記
様
式
第
三
号
の
五
と
し
、
別
記
様
式
第
三
号
の
三
を
別
記
様
式
第

三
号
の
四
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
の
二
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
号
の
三 

と
し
、
別
記
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

        

   

群
馬
の
森 

 

管
理
棟
（
多
目
的

室
） 

毎
年
一
月
四
日

か
ら
十
二
月
二

十
八
日
ま
で 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

ま
で 

 

あ
て

 
宛
て

 

あ
て

 
宛
て
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別記様式第３号の２（規格Ａ４）（第４条関係） 

 

群馬の森管理棟多目的室利用許可申請書 

 

年   月   日 

 

群馬県知事  宛て 

 

団 体 名 
団 体 所 在 地 
フ リ ガ ナ 

代 表 者 氏 名 
代 表 者 住 所 
生 年 月 日 

 

 

  次のとおり利用したいから許可してください。 

注 ※欄は、記入しないこと。 

 

日 時 
年   月   日（   曜日）   時から  

年   月   日（   曜日）   時まで  

目 的  
利用予定 

人  員 

 

人  

利 用 責 任 者 

住 所  

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 電 話  

※ 許 可 条 件  
そ の 他 

参 考 事 業 
 

○ 申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。 

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有している者（以下「暴力団等」という。）には該当しません。 

※ 群馬県では、事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願

いしています。また、群馬県警察本部に照会する場合があります。この様式に記載された個

人情報は、本事務の目的及び本事務から暴力団等を排除する目的以外には使用しません。 
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別
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
号
の
三
、
別
記
様
式
第
十
号
の

四
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
六
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改

め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正

規
定
及
び
第
十
条
の
四
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
第
二
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 
 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改 

め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

入
居
者
及
び
同
居
者
が
い
ず
れ
も
六
十
歳
以
上
の
者 

第
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

五 

十
八
歳
未
満
の
者
を
扶
養
し
、
こ
れ
と
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
者 

第
三
条
の
二
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

六 

三
十
九
歳
以
下
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
）
の
み
と
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す 

る
三
十
九
歳
以
下
の
者 

第
十
条
中
「
入
居
予
定
者
の
印
鑑
証
明
書
及
び
」
を
削
る
。 

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
か
か
っ
て
い
る
者
」
の
下
に
「
生
活
保
護
法
第
六
条
第
一
項
の
被
保 

護
者
で
同
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
の
推
薦
を
受
け
た
も
の
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
、

「
同
号
イ
」
を
「
同
号
ハ
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

                             

あ
て

 
宛
て
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別紙様式第１号（規格Ａ４）（第２条関係）                                
 

 年    月   日 

県営住宅入居申込書 

群馬県知事（群馬県住宅供給公社 理事長） 宛て 

私は、群馬県県営住宅管理条例に基づく県営住宅に入居したいので、申し込みます。 

なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、又は申込者（現に入居し、又は同居しようとする親

族を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるときは、入居予定者の選定を取り消されても異議な

いことを誓約いたします。 

また、入居承認の上は、申込者（同居する者を含む。）が暴力団員であることが判明したときは、速やか

に県営住宅を明け渡すことを誓約します。 

暴力団員であるか否かの確認のため、群馬県警察本部に照会がなされることに同意します。 

申込団地  
住宅コード 
※抽選の場合 

 
※住宅コードは「住宅コード表」の住

宅コードを記入してください。 

申
込
者 

電話番号 

※平日の日中に連絡のつく番号 

 

   ―     ―    電話番号② 

※その他の連絡先（代理人の場合は氏名・申請者との関係を記入して

ください。） 

 

  ―       ―         

（                             ） 

現住所 

 
    －     

 

勤務先の

名称 

 

 

 

勤務先の 

所在地 

                   

 

 

電話（       ―       ―       ） 

続 柄 
フリガナ 

氏   名 
生 年 月 日 職   業 

左記の開始

年 月 （ 就

職・開業・

退職等） 

本 人 

 
年 月 日 

 

満（   歳） 

会社員 ・ パート ・ アルバイト 

自営業 ・ 年金受給者 ・ 無職 

学生（小・中・高・専・大  学

年） 

その他（          ） 

年  月 
 

県
営
住
宅
に
同
居
す
る
親
族 

 

 
年 月 日 

 

満（   歳） 

会社員 ・ パート ・ アルバイト 

自営業 ・ 年金受給者 ・ 無職 

学生（小・中・高・専・大  学

年） 

その他（          ） 

年  月 
 

 

 
年 月 日 

 

満（   歳） 

会社員 ・ パート ・ アルバイト 

自営業 ・ 年金受給者 ・ 無職 

学生（小・中・高・専・大  学

年） 

その他（          ） 

年  月 
 

 

 
年 月 日 

 

満（   歳） 

会社員 ・ パート ・ アルバイト 

自営業 ・ 年金受給者 ・ 無職 

学生（小・中・高・専・大  学

年） 

その他（          ） 

年  月 
 

別居扶養親族の人数 
※申込者又は同居者の扶養親族で県営住宅に入居しない方がいる場

合は、扶養されている方が確認できる書類（氏名、生年月日等）

を添付してください。 

 人 
※外国人の方は申込者、同居者全員の在留カードの

写し（両面）を添付してください。 

 
優遇資格のある方（該当する事項に◯を付けてください。） 
 

※建物名・部屋番号まで必ず記入してください。 
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① 高齢者   ② 
障害者(身体･精神･知的  級) 
・難病患者等・戦傷病者 

③ 
ひとり親(非婚･離婚成立･死
別) 
子の親権(有･無) 

④ 子育て ⑤ 未来づくりパートナー ⑥ 生活保護    

⑦ 
原爆被爆者又は永住帰国者
(引揚者) 

⑧ 支援対象避難者  ⑨ ハンセン病療養  

⑩ ＤＶ被害者 ⑪ 犯罪被害者   ⑫ 落選５回以上 
 
住宅に困っている状況（該当する全ての事項に◯を付けてください。） 
 

① 部屋が狭い ② 家賃が高い ③ 
通勤時間に片道２時間以上か
かる 

④ 結婚後の住居がない ⑤ 住宅でない建物に居住 ⑥ 
他の世帯と同居（親子等は除
く） 

⑦ 正当な立退要求を受けている ⑧ その他（  ） 
 
現在住んでいる住宅（該当する事項に◯を付けてください。） 
 

① 県営住宅 ② 公社・特賃住宅 ③ 市町村営住宅 ④ 民間の賃貸住宅 

⑤ 社宅・寮 ⑥ 家族と同居 ⑦ その他（  ） 
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別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を 

 
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 
 

 
 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
二
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
七
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 

」
を

「 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

に 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

改
め
、
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
三
十
一
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

「 

      

別
記
様
式
第
三
十
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

を 

     

」 

「 

            

」 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
込
書
等
は
、
改
正
後
の
群
馬
県 

県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出 

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。 

    

群
馬
県
公
契
約
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 
群
馬
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 
 

群
馬
県
公
契
約
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
公
契
約
条
例
（
令
和
八
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下
「
条 

例
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
） 

、
入
居
者
の
印

 
あ
て

 
宛
て

 
鑑
証
明
書

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
県
営
住
宅
身
元
引
受
人
異
動
届

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 群
馬
県
知
事

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
宛
て

 
（
市
町
村
長
又
は
群
馬
県
住
宅
供
給
公
社
の
理
事
長
）

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
県
営
住
宅
身
元
引
受
人
異
動
届

 

あ
て

 
宛
て

 
実
印

 

印
 

備
考

 
１

 
入
居
者
氏
名
欄
に
は
、
実
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
（
入
居
者
死
亡
の
場
合
は
、
実

印
は
不
要
で
す
。
）
。

 
２

 
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
５
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

場
合
は
、
添
付
書
類
の
う
ち
所
得
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し
及
び
戸
籍
謄
本
の
添
付

は
不
要
で
す
。

 
 

を 

備
考

 
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
第
２
５
条
第
１
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る

場
合
は
、
添
付
書
類
の
う
ち
所
得
証
明
書
、
住
民
票
の
写
し
及
び
戸
籍
謄
本
の
添
付

は
不
要
で
す
。

 
 

入
居
者
の
印
鑑
証
明
書
、

 

あ
て

 
宛
て

 
第
５
条
第
１
項
第
１
号
イ

 
第
５

 

条
第
１
項
第
１
号
ハ

 

 

      変
更

後
内

容
 

有
 
・

 
無

 

有
 
・

 
無

 

 

 

あ
て

 
宛
て

 

扶 養 

転
出
先
市
区
町
村
 

扶
養

 

転
出
先
市
区
町
村
 

扶
養

 

     

変
 
更
 
後
 
内
 
容

  

有
 
・

 
無

 

 

有
 
・

 
無

 

 

転
出
先
市
区
町
村
 

扶
養

 

転
出
先
市
区
町
村
 

扶
養

 

     

変
 
更
 
後
 
内
 
容

  

有
 
・

 
無

 

 

有
 
・

 
無

 

 

に
改
め
る
。 

に
改
め
る
。 
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第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
公
契
約
） 

第
三
条 

条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
公
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
一 

工
事
の
請
負
を
そ
の
内
容
と
す
る
公
契
約
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
が
五
億
円
以
上
の
も
の 

 

二 
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
業
務
の
委
託
を
内
容
と
す
る
公
契
約
で
あ
っ
て
、
予
定
価
格
が
一

千
万
円
以
上
の
も
の 

 
 

イ 
県
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
及
び
そ
の
敷
地
（
以
下
「
庁
舎
等
」
と
い 

う
。
）
の
清
掃
の
業
務 

 
 

ロ 

庁
舎
等
の
警
備
の
業
務
（
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
を
除
く
。
） 

 
 

ハ 

庁
舎
等
の
受
付
又
は
案
内
の
業
務 

 
 

ニ 

電
話
交
換
の
業
務 

 

三 

前
二
号
で
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
が
公
契
約
従
事
者
の
労
働
環
境
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

確
認
を
要
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
認
め
る
公
契
約 

（
委
任
） 

第
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

群
馬
県
知
事 
山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
使
用
料
の
項
第
四
号
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
表

手
数
料
の
項
第
十
七
号
中
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数

料
条
例
」
を
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
六
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

 

四
十
六
の
二 

群
馬
県
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
八
年
群
馬
県

条
例
第
二
十
二
号
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
手
数
料 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料
の
項
第
七
十
四
号
中
「
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
七
ま
で
」
を
「
別

表
第
六
か
ら
別
表
第
八
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
第
一
号
の
表
手
数
料

の
項
第
四
十
六
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎群馬県告示第８３号 

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定により知事が定める数の告示（平成３０年群馬県告示第

９７号）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年３月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

 「第１１条まで」を「第１１条の２まで」に改め、表第９条第５項の項中「０．９６４７５７６１５６３４２」

を「０.９７１２６５２６２１２１１」に改め、表第９条第８項の項中「０．９９９９９９９９９４３７」を「０.

９９９９９９９９９４５３８」に改め、表第１０条第３項の項中「０．９５７２４７３５９０６８８」を「０.９

６２３５９１０５０５５７」に改め、表第１０条第６項の項中「０．９９９９９９９９８７６０９」を「０.９９

９９９９９９８４３５７」に改め、表第１１条第３項の項中「０．９８７８４９２７８２９３３」を「０.９９８

５０４０７９９０６５」に改め、表第１１条第６項の項中「０．９９９９９９９９５９２８２」を「０.９９９９

９９９９５２４４７」に改め、表に次のように加える。 
 

第１１条の２第３
項 

子ども・子育て支援納付金納付金所得係数 ０．９７１２６５２６２１２１１ 

第１１条の２第６
項 

子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数 １．０４８３１０１９４１５０７ 

第１１条の２第７
項 

子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割
指数 

０．７ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 告  示 
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群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
の
方
法
） 

第
三
条 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定 

す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示 

事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機 

（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信 

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組 

織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を

当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い 

う
。
）
を
使
用
す
る
も
の 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 
 

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
の
表
管
理
課
の
項
中
「
県
立
学
校
施
設
係
」
の
下
に
「
、
県
立
学
校
設
備
係
」

を
加
え
、
同
表
高
校
教
育
課
の
項
中
「
教
科
指
導
係
、
高
校
教
育
改
革
推
進
係
」
を
「
教
科
指 

導
第
一
係
、
教
科
指
導
第
二
係
、
高
校
未
来
づ
く
り
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
室
に
」 

の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

第
五
条
第
六
項
中
「
管
理
主
事
、
主
任
指
導
主
事
」
を
「
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育
主

事
、
管
理
主
事
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
事
務
所
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
事
務
所
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
群
馬
県

教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
第
二
項
中
「
主
任
指
導
主
事
」
の
下
に
「
、
主
任
社
会
教
育
主
事
」
を
加
え
る
。 

（
群
馬
県
立
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
補
佐
」
の
下
に
「
、
主
任
指
導
主
事
、
主
任
社
会
教
育
主

事
」
を
加
え
る
。 

 

一 

群
馬
県
立
図
書
館
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条

第
二
項 

 

二 

群
馬
県
立
文
書
館
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
四
条

第
二
項 

 

三 

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
組
織
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

第
四
条
第
二
項 

 

四 

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
昆
虫
の
森
組
織
規
則
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二 

号
）
第
四
条
第
二
項 

 

五 

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二 

号
）
第
五
条
第
二
項 

 

六 

群
馬
県
立
青
少
年
自
然
の
家
組
織
規
則
（
平
成
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六 

号
）
第
四
条
第
二
項 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    
群
馬
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関 

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る 

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

高
校
教
育
課 

高
校
未
来
づ
く
り
室 

高
校
未
来
づ
く
り
係 
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規
則
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
手
続
等
を
」
の
下
に
「
、
群
馬
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利 

用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か

ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
を
、
「
又
は
」
の
下
に
「
他
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
（
条
例
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用 

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
令
又
は
他
の
条
例
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場 

合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
例
に
よ
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
群
馬
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

電
子
署
名 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

イ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第 

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名 

ロ 

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の 

他
政
府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営 

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

ハ 

地
方
公
共
団
体
組
織
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
地
方
公
務
員
の
職
を
証
明 

す
る
こ
と
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又 

は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
職
責
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
機

能
を
有
す
る
も
の
」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
」
を

「
教
育
委
員
会
が
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」
に
、
「
同 

項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
教
育
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
し
な
け
れ
ば
」
を
「
送
信
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
、
又
は
県
の
機
関
が

申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
と
き
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め

る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。 

６ 

条
例
第
三
条
第
五
項
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め

る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納 

付
す
る
方
法
と
す
る
。 

７ 

条
例
第
三
条
第
六
項
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

申
請
等
を
行
う
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
教
育
委 

員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
教 

育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
四
条
第
一
項
中
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
」 

を
削
り
、
「
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
か
ら
入
力
し
て
行
う

も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執

行
機
関
等
が
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
県
の
機
関
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
で
、
教

育
委
員
会
の
定
め
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
と
き
」
を
「
書
面
等
に
よ
り
通
知
を
行
う
と

き
に
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

教
育
委
員
会
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
当
該
処
分
通
知
等
を

受
け
る
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
意
思
を
次
の
各
号
の 

い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
の
入
力 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る 

旨
の
届
出 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
等
が
定
め
る
方
式 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

条
例
第
四
条
第
五
項
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と 

教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

二 

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る 

と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合 

第
六
条
第
一
項
中
「
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ 

の
他
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
」
を
「
に
係
る
」
に
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
」
を
「
電
磁
的
記

録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。 

た
だ
し
、
当
該
作
成
等
は
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術 

（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定 

す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
情
報 

通
信
技
術
の
進
展
の
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
中
「
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
」
を
「
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る

も
の
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
七
条 

条
例
第
八
条
の
県
の
執
行
機
関
等
が
定
め
る
書
面
等
及
び
措
置
は
、
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
第
五
条
に 

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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 群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和８年３月２６日 

群馬県公安委員会委員長 久保田 寿 栄   

群馬県公安委員会規則第５号 

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する

規則 

 群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和３年群馬県公安委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

 第５条第４項を削り、同条第５項中「第１項から第３項まで」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第６項から第８項までを１項ずつ繰り上げ、同条に次の１項を加える。 

８ 情報通信技術利用条例第３条第５項の情報通信技術を利用する方法は、第１項及び第２項の規定により行われ

た申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。 

 第６条第１項中「第６条第６項」の次に「又は情報通信技術利用条例第３条第６項」を加える。 

 第９条第１項中「を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他本部長が必要と認める」を

「に係る」に、「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含

む。）」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改め、同項に次のただし書を加える。 

  ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術（官民データ活用推進基本法（平

成２８年法律第１０３号）第２条第４項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をい 

う。）その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 

 第９条の次に次の１条を加える。 

（添付書面等の省略） 

第１０条 情報通信技術利用条例第８条の書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

施行令（平成１５年政令第２７号）第５条に規定するもののほか、本部長が別に定めるものとする。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

◎群馬県警察本部告示第２号 

 群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則の一部を改正する告示

を次のように定める。 

  令和８年３月２６日 

群馬県警察本部長 丸 山   潤   

群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則の一部を改正する

告示 

 群馬県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する細則（令和７年群馬県警察本

■ 公安委員会規則 

■ 警察本部告示 
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部告示第４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「第５条第５項」を「第５条第４項」に改める。 

 第５条中「第５条第６項」を「第５条第５項」に改める。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

群
馬
県
企
業
管
理
者 

成 

田 

正 

士 
 

 

群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
（
平
成
八
年
群
馬
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
の
方
法
） 

第
三
条 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定 

す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示 

事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機 

（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信 

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組 

織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を

当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い 

う
。
）
を
使
用
す
る
も
の 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
一
号 

 
 
 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
公
示
の
方
法
に
よ
る
通
知
の
方
法
） 

第
三
条 

群
馬
県
行
政
手
続
条
例
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定 

す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。 

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
条
例
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
示 

事
項
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機 

（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信 

で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組 

織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を

当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い 

う
。
）
を
使
用
す
る
も
の 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                 

■ 

企
業
管
理
規
程 

■ 

病
院
管
理
規
程 
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